
その他のよくある質問（FAQ）

質問 回答

予算があるうちに早く申請しないと予算がなくなっ

て補助金がもらえなくなるのか。

要件を満たす申請者には対応できるように努めておりますので、書類

等の準備が整い次第申請してください。

申請内容や添付書類に不備があった場合はどうなり

ますか？

添付書類の不足や不備点がある場合は、LoGoフォーム補正依頼の

メールが届きますので、対応してください。

申請状況はどのようにしたらわかりますか。
オンライン申請をすると、申請完了メールに照会用URLが発行されま

すので、そちらから随時申請状況が確認できます。

住宅取得と補助金申請は同じ年度でなければならな

いか。

異なる年度での申請も可能です。ただし、完了日（取得した住宅への

転居日・転入日又は取得した住宅の引渡日のいずれか遅い日）の翌日

から起算して180日以内の期間内において申請することが条件です。

夫婦や親子などの共有名義の住宅を取得した場合

は、対象者となりますか。

共有名義の場合は、住宅の持分が1/2以上の方が補助金の対象者とな

ることができます。

年齢の基準日はいつになるのか。
補助金の申請をした日が、基準日となります。その時点で45歳以下

であるか確認いたします。

申請時点において、例えば妻が桑名市に居住してい

ない場合には対象となるのか。

申請時点において、申請者本人が桑名市に移住していれば問題ありま

せん。

添付書類はどのようなデータを添付するのですか？

PDF又は写真でお願いします。添付書類は鮮明なものを送ってくださ

い。添付していただけるデータは、

「jpeg,jpg,png,pdf,xls,doc,docx」に限ります。

添付したい書類が複数枚ある場合はどのようにすれ

ばよいですか？

1つのPDFファイルにまとめる（結合）か、LoGoフォーム下部に追加

アップロードすることができますのでそちらに添付してください。

納税証明書は「特別徴収税額通知書」でもいいです

か。
いいえ。市町村役場にて納税証明書をお取りください。

引渡日が確認できる書類とは何か。

住宅メーカーより発行される引渡完了書等です。

相応の書類がない場合は不要とし、建物登記簿の全部事項証明書の

「所有権に関する事項」に記載の日付を引渡日といたします。

国や県、民間事業者から別途補助金をもらっている

場合でも、この補助金はもらえるのか。
この補助金は受給できます。


